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第1　はじめに

1．障害者保健福祉施策全般について、総合的に見直し

を行うため、平成8年10月に、身体障害者福祉審議会、

中央児童福祉審議会障害福祉部会、公衆衛生審議会精

神保健福祉部会に、それぞれ企画分科会が設置され、

同年11月から合同で審議を開始した。

2．本合同企画分科会では、平成9年12月に、「今後の障

害保健福祉施策の在り方について（中間報告）」（以下

「本分科会中間報告」という。)として、障害保健福祉

施策全般について、基本的理念、基本的な施策の方向

及び具体的な施策の方向を提言した。

（注）基本的理念：①障害者の自立と社会経済活動へ

の参画の支援

②主体性・選択性の尊重

③地域での支え合い

基本的な施策の方向：

①障害者の地域生活支援策の充実

②障害保健福祉施策の総合化

③障害特性に対する専門性の確保

④障害の重度・重複化・高齢化へ

の対応

⑤障害者の権利擁護と参画

3．さらに、本合同企画分科会では、昨年に入り、同中

間報告の主要論点のうち、障害保健福祉施策全般にわ

たる共通の重要事頃、特に、平成9年11月以降、中央

社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会で議論されて

きた社会福祉基礎構造改革に関する事項のうち、障害

保健福祉施策と深く関連する事項として、新しいサー

ビス利用制度の在り方、障害保健福祉サービス水準の

確保、利用者の保護等を中心に審議を行ってきた。

その際、中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科

会による、昨年6月17日の「社会福祉基礎構造改革に

ついて（中間まとめ）」と昨年12月8日の「社会福祉基

礎構造改革を進めるに当たって(追加意見)」で提言さ

れている、改革の理念及び具体的な改革の方向を尊重

しながら、本分科会中間報告で示した障害保健福祉施

策の基本的理念の下、同報告の基本的な施策の方向に

沿って、新しいサービス利用制度の在り方、障害保健

福祉サービス水準の確保、利用者の保護等について具

体的な改革の内容を検討した。

（注）改革の理念：①個人の選択を尊重した制度の確

立

②質の高い福祉サービスの拡充

③個人の自立した生活を総合的に

支援するための地域福祉の充実

具体的な改革の方向：

①利用者の立場に立った社会福祉

制度の構築

②サービスの質の向上

③社会福祉事業の多様化、活性化

④地域福祉の充実

4．また、身体障害者福祉施策関係で重点的に議論すべ

き事項については身体障害者福祉審議会に、障害児福

祉施策、知的障害者福祉施策関係で重点的に議論すべ

き事項については中央児童福祉審議会障害福祉部会に、

精神保健福祉施策関係で重点的に議論すべき事項につ

いては公衆衛生審議会精神保健福祉部会に審議を委ね、

それぞれの審議会において、地域における自立した生

活の実現を支援するという視点等を中心に、審議が行

われてきたところである。

5．本合同企画分科会では、このような経緯をたどりつ

つ、鋭意検討を重ねてきたが、今般、新しいサービス

利用制度の在り方、障害保健福祉サービス水準の確保、

利用者の保護等について、これまでの審議を集約し、



とりまとめたので、意見具申する。

6．本意見具申はもとより、本分科会中間報告と、本意

見具申と同じ時期に身体障害者福祉審議会、中央児童

福祉審議会障害福祉部会及び公衆衛生審議会精神保健

福祉部会「以下「障害者関係3審議会」という。）から

提言される意見具申に基づき、関係制度について所要

の見直しが速やかに進められることを切に望むもので

ある。

第2　利用者本位の考え方に立つ
新しいサービス利用制度の在り方

福祉サービスの新しい利用制度（以下「新しいサービ

ス利用制度」という。)の在り方については、本分科会中

間報告では、「利用者の選択を尊重して、利用者本位のサ

ービスが提供できるような仕組みの在り方を検討すべき

である」と提言している。また、社会福祉基礎構造改革

の重要な柱の一つとして、福祉サービスの利用制度化、

すなわち、福祉サービスについて利用者が事業者と対等

な関係に基づきサービスを選択する利用制度の構築が議

論されてきたことから、本合同企画分科会においても、

昨年に入り、新しいサービス利用制度の在り方について

議論を行ってきた。その検討結果は次のとおりである。

1．基本的考え方

（1）ノーマライゼーション及び自己決定の理念の実現の

ために、利用者の選択権を保障し、また、利用者とサ

ービス提供者との間の直接で対等な関係を確立するな

ど個人としての尊厳を重視した、21世紀にふさわしい

利用者本位の考え方に立つ新しいサービス利用制度と

する必要がある。

（2）新しいサービス利用制度の検討に当たっては、

①福祉サービスの供給基盤の整備を推進すること

②公的責任や公費負担を後退させないこと

③利用者の権利擁護システムを整備すること

に十分留意する必要がある。

（3）さらに、新しいサービス利用制度においては、利用

者が福祉サービスの種類や福祉サービスを提供する事

業者・施設(以下「サービス提供者」という。)を選択

することができるようにする必要があり、こうした利

用者による選択を通じ、サービス提供者間において競

争が行われ、サービス内容の向上や事業の効率化にも
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資することが期待されるが、利用者の選択を担保し、

これらの効果を実現するためには、

①障害者プランにより福祉サービスの供給基盤の整

備が行われているが、その着実な推進を含め、福

祉サービスの十分な供給を確保すること

②サービス内容やサービス提供者に関する情報が利

用者に適切に提供、開示されるとともに、事業運

営の透明性を確保するために必要な情報が適切に

公開される仕組みとすること　　

③第三者によるサービスの質の評価や苦情解決、行

政による効率的・効果的な監査が実施されるよう

にすること

④重度重複の障害者など福祉サービスのニーズの高

い障害者が必要な福祉サービスを利用できないと

いったこととならない仕組みとすること

⑤障害者の自己決定を尊重し、福祉サービスの利用

を支援する仕組みを導入すること。

こうした観点から、障害者が日常生活を送って

いく上での様々な需要を把握し、保健・福祉．医

療サービスを総合的．効率的に提供できるよう、

障害者ケアマネジメントの導入を検討すること、

また、現在法務省において検討中の「成年後見制

　度」の早期導入が図られるとともに、福祉の分野

においてその利用を援助する仕組みを整備するこ

と

などが必要である。

（4）さらに、新しいサービス利用制度の検討に際しては、

①現行の障害保健福祉施策を一律に論じるのではなく、

個々の障害者の特性や福祉サービスの特性を踏まえ、

また、利用者の需要の多棟性に対応するため福祉サ

ービスが一層多様化していくことを勘案する必要が

あるとともに、

②利用者の費用負担については、障害者が福祉サービ

スを利用するという観点や福祉サービスを利用する

者と利用しない者との間の公平という観点に立ち、

現行の負担能力に応じた負担方式から、同一のサー

ビスには原則として同一の負担とする応益負担の仕

組みに変更することも含め、障害者の所得の保障等

も勘案しつつ、具体的に検討を進めていく必要があ

る。

2．新しいサービス利用制度の条件整備

新しいサービス利用制度への移行に際しては、1．基

本的考え方で示している「利用者の選択」と「直接で対
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等な関係の確立」を保障するため、また、新しいサービ

ス利用制度が円滑に機能するため、次のような条件整備

を総合的に図る必要がある。

（1）「選択」を保障するための条件整備

①　総合相談の充実

〇障害者の自己決定を尊重し、地域で生活する障害者を

支援する上で、相談事業が果たす役割は重要である。

このため、行政庁による相談事業を推進するほか障害

者地域生活等支援事業（例えば、身体障害者の場合、

在宅サービスの利用援助、社会資源を活用するための

支援、社会生活力を高めるための支援、当事者相談、

専門機関の紹介）を制度化するなど、地域で生活する

障害者のための総合的な相談体制を充実する必要があ

る。

②　行政庁による情報提供

〇障害者が自ら福祉サービスを選択することができるよ

うにし、在宅・施設サービスの円滑な利用を援助する

ため、行政庁は区域内の在宅・施設サービスの事業者、

設備、運営状況等に関する情報提供を行わなければな

らないものとする必要がある。

③　サービス提供者による情報提供・情報開示

〇障害者が自ら福祉サービスを選択することができるよ

うにし、在宅・施設サービスの円滑な利用を援助する

ため、サービス提供者は、地域の住民に対し、提供す

るサービスの内容等に関し、必要な情報提供を行い、

また、利用しようとする者に対し、サービスの内容等

に関し、その理解が得られるよう説明を行わなければ

ならないものとする必要がある。

○福祉サービス提供において中心的な役割を果たしてい

る社会福祉法人について、社会福祉基礎構造改革で提

言されている、法人の業務・財務に関する情報、提供

するサービスの内容等に関する情報の開示を義務づけ

るとともに、利用者がこれらの情報を入手しやすい体

制の整備が必要である。また、社会福祉法人以外のサ

ービス提供者においても、提供するサービスの内容に

関する情報について、関連する制度との整合性を図り

つつ、開示が行われる必要がある。

④　サービス供給基盤の整備

〇利用者によるサービス提供者の選択やこれを通じた適

正な競争を推進するためには、福祉サービスの供給体

制の整備が必須である。このため、障害者プランに基

づき、着実に供給体制を整備することが必要である。

また、聴覚障害者などが必要な福祉サービスを利用で

きるようにするため、コミュニケーションの確保に関

する施策を推進する必要がある。

〇さらに、すべての市町村における障害者計画の早期策

定に向けて、国、都道府県による市町村への支援をさ

らに推進するとともに、社会福祉基礎構造改革で提言

されている地域福祉計画との連携を図る必要がある。

また、一市町村だけでは対応が困難な各種の福祉サー

ビスが面的・計画的に整備されるよう、都道府県の支

援の下、障害保健福祉圏域による広域的なサービス提

供体制の整備を推進する必要がある。

〇また、社会福祉基礎構造改革において提言されている

社会福祉事業の規模要件の緩和や社会福祉法人が社会

福祉施設のための用地や建物を取得する場合等の規制

の緩和により、社会福祉事業の推進や社会福祉施設の

整備の促進を図る必要がある。

⑤　地域生活を支援するための福祉サービスの拡充

〇地域における障害者の生活を支援するとともに、社会

経済活動への参加を支援するため、障害者関係3審議

会においては、次のような福祉サービスの新設・拡充

が提言されているが、これらの施策の推進を図る必要

がある。

・障害者ケアマネジメント

・障害者地域生活等支援事業

・身体障害者社会リハビリテーションサービス

・精神障害者ホームへルプサービス

・視聴覚障害者情報提供施設の役割・機能の拡充

等

⑥　自己決定を支援する仕組みの制度化

〇障害者が自ら選択し、必要とする福祉サービスを利用

することが尊重されることは当然のことであるが、知

的障害者や精神障害者のうち、自己の能力で様々な福

祉サービスを適切に利用することができない者につい

て、これらの者の権利を擁護し、地域において安心し

て生活を送れるよう支援する必要性が高まっている。

このため、現在、法務省において「成年後見制度」の

検討が進められ、平成12年度から実施する予定となっ

ており、この実現が望まれる。　

○さらに、これらの者に対し、財産管理にとどまらず、

福祉サービスの利用の援助等の日常生活上の支援を行

うことが重要である。このため、障害者地域生活等支

援事業をはじめとした各種の相談・援助事業の中で、

これらの者に対する福祉サービスの利用援助を充実さ

せていくとともに、社会福祉基礎構造改革において提

言されている、これらの者に対する福祉サービスに関

する情報提供．助言、手続きの援助等の福祉サービス

の利用援助等を行う仕組みが必要である。
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（2）「直接で対等な関係」を保障するための条件整備

①　サービス提供者に対する応諾義務の制度化

〇サービス提供者は、利用者からサービス利用の申込み

があったときは、空き定員がない、入院治療が必要な

どの正当な事由がない限り拒んではならないものとす

る必要があり、「3．新しいサービス利用制度への移行」

に掲げる具体的な仕組みのうち、利用料助成を採った

場合には、「第3(4)指定事業者制度」の指定基準にこの

旨を盛り込む必要がある。

②　苦情解決体制の整備

〇利用者からの苦情の解決については、サービス提供者

段階での取組みを促すとともに、サービス提供者段階

で解決が困難な事項に関しては、社会福祉基礎構造改

革で提言されているように、都道府県段階に設置する

中立的な第三者機関において調整する仕組みが必要で

ある。

〇このほか、障害者地域生活等支援事業や「障害者110番」

運営事業などの相談事業においても、利用者の人権擁

護や利用者の直接で対等な関係を保障する観点から、

利用者からの苦情に対応することができるよう、その

充実を図ることが必要である。

③　契約の適正化に関する方策

〇「3．新しいサービス利用制度への移行」に掲げる具体

的な仕組みのうち、利用・運営費補助又は利用料助成

を採った場合に、利用者の適切な選択を確保するとと

もに、利用者とサービス提供者との意思の疎通を前提

とした利用者保護の観点から、標準的な契約例の策定、

サービス提供者による事前説明、虚偽・誇大広告の禁

止など、社会福祉基礎構造改革で提言されている契約

の適正化を図るための方策が必要である。

3．新しいサービス利用制度への移行

（1）在宅・施設サービスの利用の既存の仕組みとしては、

・措置制度

・利用制度（保育所、利用・運営費補助（例えば、

身体障害者福祉ホーム、精神障害者社会復帰施設）

があるが、このほか、社会福祉基礎構造改革では、利

用料助成が提言されている。

（2）これらの具体的な内容は、参考2のとおりであるが、

それぞれの特色等は次のとおりである。

1）措置制度

・措置権者（市町村等）が、個々の障害者の障害の

内容や程度等に応じ、どのような種類の福祉施設

へ入所させ、又は、どのように在宅サービスを提
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供するかを判断し、決定する。

・措置権者は、当該措置に要する費用をサービス提

供者に支弁し、本人及び扶養義務者の負担能力に

応じて、費用徴収を行う。

・身体障害者、知的障害者及び障害児の在宅・施設

サービスのほとんどは措置制度によっている。

2）利用制度

①　保育所

・平成9年の児童福祉法の一部改正により、平成10年

4月1日から施行された保育所の利用手続きは以下

のとおりである。

・利用者は、入所を希望する保育所を記載して、市町

村に保育の申込みを行い、市町村は、保育の必要性

を確認し、保育所への入所を承諾する。利用者は、

市町村の承諾に基づいて利用する。

・市町村は、保育の実施に要する費用を保育所に支弁

し、本人及び扶養義務者から、費用を全額徴収した

場合に、家計に与える影響を考慮して、費用徴収を

行う。

・利用者の選択を容易にするため、市町村、保育所に

よる情報提供を行う。

②　利用・運営費補助

・利用者は、自らサービス提供者と契約し、福祉サー

ビスを利用し、サービス提供者に対し、利用料を支

払う。

行政庁は、サービス提供者に対し、事業運営費の一

部（職員の人件費等）を補助する。

・利用者の選択を容易にするため、行政庁、サービス

提供者による情報提供が望ましい。

・利用者のサービス利用を支援するため、行政庁は、

利用者の求めに応じ、サービス利用について、あっ

せん・調整を行うとともに、サービス提供者に対し、

当該利用者の利用の要請を行う必要がある。

・福祉ホーム、福祉工場や精神障害者社会復帰施設は

利用・運営費補助によっている。

③　利用料助成

・利用者は、自らサービス提供者と契約し、福祉サー

ビスを利用する。

利用者は、サービス提供者に対し、利用料を支払う

こととなるが、当該サービス利用に要する費用につ

いて公費助成を受けることができる。その手続きは、

利用者は、行政庁に対し、あらかじめ当該サービス

の利用に要する費用について助成申請を行い、行政

庁は、当該申請について、公費助成の対象者である

ことを確認（助成決定）し、助成する。

なお、この場合、サービス提供者による代理受領



（サービス提供者が利用者に代わり行政庁から支払い

を受けとる）により、現物給付化する。

・利用者の選択を容易にするため、行政庁、サービス

提供者による情報提供が必要である。

・利用者のサービス利用を支援するため、行政庁は、

利用者の求めに応じ、サービス利用について、あっ

せん．調整を行うとともに、サービス提供者に対し、

当該利用者の利用の要請を行う必要がある。

なお、社会参加促進事業については、地方公共団

体により、手話奉仕員派遣事業、生活訓練事業等の

各種の事業が、予算補助のメニュー事業として行わ

れている。それぞれの事業の性格等に応じ、措置制

度や利用．運営費助成等に類似した仕組みにより実

施されている。

（3）今後のサービス利用制度として以上のいずれが適切

かについては、1．の基本的考え方で指摘したように、

障害保健福祉施策を一律に論じるのではなく、利用者

のニーズの多様性に対応するため様々な障害保健福祉

サービスがあることを勘案しつつ、その機能や対象者

などによる類型ごとに検討する必要がある。

（4）このため、

①在宅サービスと施設サービスの別、あるいは、介

護サービス、リハビリテーションサービス、(手話

通訳派遣などの）コミュニケーション支援サービ

ス、就労支援（授産）サービスの別など、サービ

スの機能別

②身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者の

施策の対象者別

などの視点から検討を行ったところであるが、その結

果は次のようにまとめることができる。

1）身体障害者福祉施策、知的障害者福祉施策につい

ては、1．の基本的考え方で示している「利用者の

選択」と「直接で対等な関係の確立」という二つの

理念を同時に実現するためには、2．の新しいサー

ビス利用制度の条件整備を総合的に推進することを

前提として、現行の措置制度によっている福祉サー

ビスについては、利用料助成への移行が適当である。

なお、訓練の場という性格と就労の場という性格

を併せ持つ授産施設について、作業収入を得るため

に利用者が施設に利用料を支払う仕組みにすること

には疑義があるとの意見もあり、授産施設の在り方

も含め、この点について検討する必要がある。

2）障害児施策についても、基本的な方向は、身体障

害者福祉施策、知的障害者福祉施策と同様であるが、

次のような点を勘案する必要があり、いわゆる児童

の発達保障の観点からは、専門的な療育機能を担っ

ている障害児施設の利用について、措置制度から保

護者と施設との利用契約に任せる利用料助成に移行

することには、さらに検討する必要がある。

①児童福祉法第2条において、国及び地方公共団

体は保護者とともに児童の健全育成の責任を負

う旨が定められていること

②専門的な療育を担う障害児施設の選択や入退所

の時期等に関しては高度の専門的診断が必要と

されること

③障害児施設への入所が適当と判断されるケース

の中には被虐待や家庭の事情などから高度の要

保護性を有するものも少なからずみられること

なお、障害児を対象とするホームヘルプサービス

などの在宅サービスについては、地域で家庭ととも

に生活することを出来る限り支援する観点から、在

宅サービスのニーズが生じたときに機動的にかつ円

滑に利用できるようにする必要があり、利用料助成

への移行が適当である。

3）実際に利用料助成に移行する場合には、利用料助

成の申請者のニーズを把握し、助成の対象となるサ

ービスの種類及び量を決定するため、障害者ケアマ

ネジメントの効果的な活用を図るとともに、障害者

の必要なサービスの利用に支障が生じることのない

ようにするため、

①市町村等は、利用者の求めに応じて、サービス

利用について、あっせん・調整を行うとともに、

サービス提供者に対して当該利用者の利用の要

請を行うこと

②市町村等は、緊急の場合等利用料助成の仕組み

の利用が機能しない場合には措置制度により必

要な福祉サービスを提供すること

を制度上明記しておく必要がある。

また、利用料助成の水準については、現行の措置

費の水準等を勘案しつつ、障害の程度に応じて適切

な処遇が確保され、かつ、サービス提供者が一定水

準以上の福祉サービスを安定的に提供することがで

きるよう配慮する必要がある。

4）身体障害者福祉ホーム、精神障害者社会復帰施設

など利用・運営費補助によっているものについては、

施設の利用のための行政庁の決定を要しないという

点で利用者にとって自由度の高い利用の仕組みであ

り、実際の運用状況をみても、施設の利用に特に支

障が生じていない。一方、利用料助成にすると、施

設の利用に際して、助成決定を受けることが必要と

なり、かえって利用しにくくなるおそれがある。し
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たがって、現行の利用・運営費補助を維持すること

が適当である。

なお、この利用・運営費補助による施設について

も、2．の条件整備の総合的な推進が必要なことは

いうまでもない。また、より円滑な利用ができるよ

うにするため、運営費補助の水準を充実する必要が

ある。

（5）新しいサービス利用制度に移行する場合においては、

公的責任・公費負担の後退があってはならないことは、

1．基本的考え方で指摘したとおりであるが、この場

合、公的責任とは、次の3点をいうものであり、国、

都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じ、必要な施

策を推進する必要がある。

①障害者が必要な福祉サービスを利用することが

できるよう、サービス供給体制の整備を推進す

ること

②障害者が、必要な福祉サービスを利用すること

ができるよう、公費助成を行うこと

③利用者の立場に立って、福祉サービスを必要と

する者が円滑に利用することができるよう、情

報提供、コミュニケーションの支援、利用のあ

っせん．調整及び要請、利用者の保護、サービ

ス水準の確保等の利用者支援策を講ずること

（6）なお、現行の福祉サービスについては、新しい利用

制度に移行するとしても、その利用対象者の範囲は、

現行の利用対象者の範囲を基本とし、必要に応じ、そ

の明確化を図る必要がある。

4．利用者負担の在り方

（1）現行の措置制度による施設サービスの利用者負担に

ついては、昭和60年の身体障害者福祉審議会による「身

体障害者更生援護施設に係る費用徴収基準の在り方に

ついて」や昭和62年の福祉関係三審議会合同企画分科

会による「社会福祉施設（入所施設）における費用徴

収基準の当面の在り方について」において、限られた

資源（人的・物的資源、財源）の効率的、合理的な配

分、在宅の者との負担の均衡、入所者の自立意識の醸

成という視点から、負担能力に応じた相当の負担を求

めるという基本的考え方が提言され、これに基づき、

次のような費用徴収が行われている。

・市町村等は、入所者及び扶養義務者の負担能力に応

じて費用徴収を実施。ただし、施設の種類ごとに、

その上限額が設定されているものがある。

257

◎今後の障害保健福祉施策の在り方について

また、ホームヘルプサービスなど法定されている在

宅サービスについては、次のような利用者負担の基準

が定められている。

①ホームヘルプサービス

市町村は、生計中心者の所得税課税額に応じて負担

を徴収。（平成10年度：1時間当たり0－940円、7

区分）

②デイサービス（身体障害者福祉の場合）

利用者は無料又は低額な料金を負担。ただし、入浴

サービス、給食サービス等について、利用者は原材

料費の実費を負担。　　　　　　

③ショートステイサービス（身体障害者福祉の場合）

利用者は飲食物費相当額を負担。（平成10年度：1日

当たり1，530円）

④グループホーム

利用者は、家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共

通経費を負担。

（2）新しいサービス利用制度に移行する場合に、利用者

の負担をどのようにするかについても検討する必要が

あるが、その際には次の点に留意する必要がある。

①所得にかかわらず、必要なときに必要なサービスを

利用できるようにすること

②全体として、これまでの公費負担の水準を維持する

こと

（3）具体的に考えられる方法としては、

1）応能負担の考え方に基づき、本人の所得等に応じ

た利用者負担額とする

2）応益負担の考え方に基づき、サービスの内容等に

応じた定率の利用者負担とし、低所得者については、

減免措置を講じる

の2方法が考えられ、これらの方法について、検討を

行った。

（4）その結果、利用料助成に移行する場合の利用者負担

について、利用する者と利用しない者との公平の観点

から、応益負担的な考え方の導入を求める意見もあっ

たが、新しい利用制度への円滑な移行、障害者の所得

の状況等を勘案し、引き続き（1）で記述した現行の利用

者負担の考え方に沿って、具体的な利用者負担を設定

していくことが適当である。

その際、デイサービスとショートステイサービスに

ついては、ホームヘルプサービスの利用者負担との均

衡を図る観点から、当該サービス部分について応能負

担の考え方を導入することについても検討する必要が



ある。

（5）また、措置制度による身体障害者及び知的障害者の

施設入所については、現在、施設入所時に本人と同一

世帯、同一生計にあった配偶者及び子（入所者が20歳

未満の場合には配偶者、父母及び子）に対してその負

担能力に応じて費用徴収を行っているが、これらが利

用料助成に移行する場合にあっても、現行の利用者負

担の考え方に沿って具体的な利用者負担を設定してい

くことから、現行同様に本人と上記のような配偶者及

び子の負担能力に応じて利用者負担を設定することと

なる。この場合、本人のみの収入を基準とした利用者

負担に改めることが適当との意見があるが、配偶者等

に多額の収入がある場合との均衡等の問題があり、引

き続き慎重に検討する必要がある。

なお、20歳以上の身体障害者又は知的障害者に対す

るホームヘルプサービスの利用者負担については、生

計中心者の範囲を検討する必要がある。

第3　サービス水準の確保

（1）社会福祉事業及び施設に関する運営基準の見直し等

○サービス提供者が、利用者の立場に立って、質の高い

福祉サービスを提供するため、社会福祉基礎構造改革

で提言されている、サービス提供に関する基本的な考

え方の明確化や、サービス提供に関する基準を具体的

に設定することが必要である。また、福祉サービスの

質の向上のため、施設・設備や職員の配置の基準、職

員の資質向上のための研修体制の充実等について速や

かに検討する必要がある。

（2）サービス内容の評価に関する第三者評価

○社会福祉基礎構造改革で提言されている、第三者評価

機関による福祉サービス内容の評価のための仕組みを

検討し、サービス提供者による改善を促進する必要が

ある。その際、障害者の特性や障害者施策の特性に十

分に対応した基準を作成する必要がある。

（3）行政による監査指導の重点化

〇社会福祉構造改革で提言されているとおり、利用者の

利益を保護するとともに、適切なサービス提供の確保

を図るため、行政による監査指導を重点化する必要が

ある。

また、新しいサービス利用制度への移行に併せ、情

報開示内容の確認、苦働牢決体制の状況の確認などの
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項目を監査項目に加えることが必要である。さらに、

利用料助成の場合には、指定事業者による利用料助成

の代理受領の状況、応諾義務の遵守の状況なども監査

項目に加えることが必要である。

（4）指定事業者制度

〇利用料助成にした場合には、福祉サービスの質を確保

するため、利用料助成の対象となる福祉サービスに関

するサービス提供者の指定制度（指定車業者制度）を

創設する必要がある。

具体的には、サービス提供者の施設・設備、職員、

運営・管理等に関する指定基準を作成し、都道府県知

事は、当該指定基準を満たすサービス提供者を指定す

る。

第4　利用者の保護

○利用者の保護を図るため、以下の施策を総合的に推進

する必要がある。

・行政庁による区域内のサービス提供者等に関する情

報の提供

（第2の2（1）「選択」を保障するための条件整備②

・サービス提供者による提供するサービスの内容等に

関する情報の提供

（第2の2（1）「選択」を保障するための条件整備③

・社会福祉法人による法人の財務、提供するサービス

の内容等に関する情報の開示

（第2の2（1）「選択」を保障するための条件整備③

・自己決定を支援する仕組みの制度化

（第2の2（1）「選択」を保障するための条件整備⑥）

・苦情解決体制の整備

（第2の2（2）「直接で対等な関係」を保障するための

条件整備③）

第5　障害者の参画

○中間報告で提言したとおり、今後、障害者の当事者活

動の強化を支援するとともに、障害者本人、障害者関

係団体の代表者等の障害者施策推進協議会や関係審議

会への積極的な参画の推進、行政との意見交換の実施

等を通じて、障害者の意見が施策に反映されるように

努めるべきである。

○さらに、障害者地域生活等支援事業における当事者相

談や身体障害者相談員制度はもとより、苦情解決、権



利擁護など利用者の保護を図るための事業、サービス

内容の評価基準の作成、障害者計画の立案、障害者ケ

アマネジメントなどに障害者が広く参画することがで

きるよう支援することが重要である。

第6　社会福祉事業への位置づけ

1．地域で生活する障害者の自立を支援し、社会経済活

動への参加を支援するため、障害者関係3審議会でそ

の推進が提言された次の事業について、適正な運営を

確保するとともに、その普及・促進を図るため、それ

ぞれの事業の性格等を勘案しつつ、社会福祉事業への

位置づけについて検討していく必要がある。

・障害者地域生活等支援事業

・障害者の情報伝達・意思伝達を支援する事業

・身体障害者社会リハビリテーション事業

・知的障害者デイサービス事業

・精神障害者ホームへルプ事業

・精神障害者ショートステイ事業

・盲導犬育成事業　　等

2．また、小規模作業所については、法定外の仕組みと

して、事業主体、事業内容等多様な形態をとりながら、

障害種別に関わりなく受け入れる等創意工夫による柔

軟な事業を実施している。このうち、地域での事業実

績等を考慮し、事業の適正な運営が期待される場合に

あっては、授産施設、デイサービス事業等の規模要件

の引き下げ等を行い、法定事業・施設への移行を促進

する必要がある。

第7　終わりに

1．この意見具申で提言した事項については、利用者の

立場を重視して、その具体化の検討を進める必要があ

る。また、具体的な制度改正の検討に当たっては、障

害者団体などの関係団体の意見・要望を十分に聴取す

る必要がある。

2．サービス水準の確保と利用者の保護については、い

ずれの利用の仕組みによる場合にも重要な課題であり、

速やかな実現を図る必要がある。

3．制度改正により、新しいサービス利用制度へ移行す

るに際しては、障害者ケアマネジメント、利用者の保
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護を図るための事業などの体制を整備するために、十

分な準備期間を設ける必要がある。

4．障害者の所得保障については、年金制度における対

応も勘案しつつ、税を財源とする障害者施策としてど

のように取り組むべきか、引き続き幅広い観点から検

討する必要がある。

5．このほか、障害者の保健福祉サービスに関する総合

法制、障害認定・範囲、自閉症や高次脳機能障害への

対応、障害者福祉制度における公的な後見人など、今

回、十分な審議がなされなかった事項についても、今

後の検討課題である。

（参考1）

当合同企画分科会における開催状況（中間報告以降）

平成10年

3月11日　　〇社会福祉基礎構造改革について

4月23日　　○社会福祉基礎構造改革について

〇成年後見制度について

5月22日　　〇社会福祉基礎構造改革について

〇障害保健福祉サービスの提供体制につ

いて

6月29日　　○社会福祉基礎構造改革について

7月28日　　○社会福祉基礎構造改革について

〇各審議会の審議状況について

10月5日　　○社会福祉基礎構造改革に係るこれまで

の審議状況の整理について

〇新しいサービス利用の仕組みについて

10月26日　　○新しいサービス利用の仕組みについて

11月16日　　〇新しいサービス利用の仕組みについて

（1）サービス利用対象者の範囲について

（2) 利用手続きについて

（3）利用者負担の在り方について

（4）社会リハビリテーションサービスに

ついて

12月14日　　○社会福祉基礎構造改革について

○新しいサービス利用制度について

平成11年

1月11日　　〇意見具申（案）について

1月18日　　○意見具申（案）について



（参考2）

具体的な利用の仕組み

Ⅰ．措置制度の場合

1）利用の手続き

・措置権者(市町村等)が、個々の障害者の障害の内

容や程度等に応じ、どのような種類の福祉施設へ入

所させ、又は、どのように在宅サービスを提供する

かを判断し、決定する。

2）公費の支弁

・措置権者は、当該措置に要する費用をサービス提供

者に支弁する。

3）利用者負担

・措置権者は、本人及び扶養義務者の負担能力に応じ

て、費用徴収を行う。

（注1）サービス利用希望者の申請、希望するサービス

提供者の選択、サービス提供者との直接で対等

な関係が制度上位置付けられていない。

（注2）援護の必要制の高い者から優先的に入所させる

ことができる。

（注3）行政庁が、サービス内容を決定し、提供するこ

とにより、障害者本人やその保護者の理解が不

十分な場合も、障害者本人の援護・更生を確保

することができる。

Ⅱ．利用制度の場合

①　保育所

1）利用の手続き

（情報提供・相談）

・保育所の利用を希望する者は、市町村の相談窓口等

で、その区域内における保育所の設置者、設備．運

営の状況等についての情報提供を受ける。

（保育の申込み）

・利用者は、入所を希望する保育所を記載して、市町

村に保育の申込みを行う。

（保育の必要性の判定・保育所への入所の承諾）

・市町村は、保育の必要性を確認し、保育所への入所

を承諾する。（定員超の申込等の場合には、公正な方

法で選考）

・希望する保育所へ入所できない場合、市町村は、そ

の他の適切な保護を行う。

（利用）

・利用者は、市町村との契約により、保育所を利用する。
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2）公費の支弁

・市町村は、保育の実施に要する費用を、保育所に支

払う。

3）利用者負担

・市町村は、本人及び扶養義務者から、費用を全額徴

収した場合に、家計に与える影響を考慮して、費用

徴収を行う。

（注）利用者の選択を容易にするため、市町村、保育所

による情報提供を行う。

②　利用・運営費補助

1）利用の手続き

・利用者は、自らサービス提供者と契約し、福祉サー

ビスを利用する。

この場合、行政庁は、利用者から求めがあったと

きは、利用者が必要とする福祉サービスを利用する

ことができるよう、あっせん・調整を行うとともに、

必要に応じ、サービス提供者に対し、サービス利用

の要請を行う。

2）公費の支弁

・行政庁は、サービス提供者に対し、事業運営費の一

部を補助する。

3）利用者負担

・利用者は、サービス提供者に対し、利用料（利用者

負担分）を支払う。

（注1）利用者の選択を容易にするため、行政庁、サー

ビス提供者による情報提供が望ましい。

（注2）利用．運営費補助により福祉サービスを提供し

ている精神障害者社会復帰施設・事業では、保

健所長による、サービス利用のあっせん・調整

と利用の要請に関する規定が設けられている。

③　利用料助成

1）利用の手続き

（情報提供．相談）

・福祉サービスの利用を希望する者は、行政庁の総合

相談窓口で、その区域内におけるサービス提供者、

福祉サービスの内容、設備・運営の状況等について

の情報提供を受ける。

・行政庁は、相談を通じ、その者のおおよそのニーズ

を把握し、利用可能な福祉サービスに関する情報を

提供する。



◎今後の障害保健福祉施策の在り方について

（サービス利用の申込み）

・利用者は、利用を希望するサービス提供者に対し、

サービス利用の申込みを行う。

・行政庁は、利用者の求めに応じ、福祉サービスの利

用についてのあっせん・調整を行うとともに、サー

ビス提供者に対し、利用の要請を行う。

（利用）

・利用者は、利用の申込みを行ったサービス提供者と

の契約により、当該サービスを利用する。

2）公費の支弁

（助成申請）

・サービス利用について、公費助成を受けることを希

望する者は、公費助成を希望する福祉サービスにつ

いて、行政庁に助成申請を行う。

（助成決定）

・行政庁は、申請に係る福祉サービスについて、公費

助成の対象者であることの決定（助成決定）を行う。

・施設サービスの助成決定に当たっては、更生相談所

等が判定を行う。

（助成）

・助成決定を受けた利用者が、サービス提供者より福

祉サービスを利用したときは、行政庁は、利用者に

対して利用者負担部分以外の費用を助成決定に基づ

き助成する。この場合、サービス提供者による代理

受領を認めることにより、行政庁は、サービス提供

者に対し、当該費用助成額を支払う。

3）利用者負担

・利用者は、サービス提供者に対し、利用料（利用者

負担分）を支払う。

4）その他

（障害者ケアマネジメントの実施）

・行政庁は、福祉サービスの利用を希望する者に対し、

利用者のニーズを総合的に把握し、個々人にふさわ

しいサービスが提供できるよう援助する障害者ケア

マネジメントを受けることを薦める。この際、障害

者ケアマネジメントでは、サービス利用計画を作成

し、福祉サービスの種類とその畳等を明らかにする

ことを説明する。

・行政庁は、障害者ケアマネジメントを希望する利用

者に対し、障害者ケアマネジメントを行う。

（サービス提供者による代理受領）

・利用料助成の支払い方法については、その考え方と

しては、償還払い（利用者がサービス提供者・施設

に費用の全額をいったん支払い、あとで行政庁から

利用者負担分を除く費用助成を受ける）となるが、

利用者やサービス提供者の便宜を図るため、代理受

領（サービス提供者が利用者に代わり行政庁から支

払いを受けとる）により、現物給付化する。

（注1）障害者ケアマネジメントとは

①　障害者ケアマネジメントの内容

・利用者のニーズを把握し、利用者が望んでい

る暮らしを明らかにし、利用できるサービス

を検討。

・サービス利用計画の作成（利用料助成の対象

となる福祉サービスについては、その種類と

量を記載）。サービス利用計画は、介護ニーズ

のみならず、利用者の自立や社会参加に関わ

るニーズを広く含めて作成する。

・サービス利用計画について、利用者の合意を

得たのち、サービス利用計画に基づき、サー

ビス提供者等との連絡調整を行う。

②　障害者ケアマネジメントの実施主体

・行政庁。なお、専門的事項やサービス提供者

との連絡調整等については、行政庁は他に委

託することができる。

・施設サービスの利用については、必要に応じ、

更生相談所等が専門的支援を行う。

（注2）利用者の選択を容易にするため、行政庁、サー

ビス提供者による情報提供が必要。

（注3）利用者のサービス利用を支援するため、行政庁

は、利用者の求めに応じ、サービス利用につい

て、あっせん・調整を行うとともに、サービス

提供者に対し、当該利用者の利用の要請を行う

必要がある。

（注4）助成決定は、利用者からの助成申請に対する行

政処分。助成申請の却下決定、助成の取消、給

付内容については、行政不服審査法に基づき、

不服申立を行うことができる。
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合同企画分科会委員名簿

氏　　　名 職　　　　　　　　名

（身体陣害者福祉書議会）

安藤　鼻音

岸波　正
京極　高宣

斎藤　公生

初山　泰弘

藤井　博
前田　保

三浦　文夫

全日本聾唖連盟理事長

日本盲人会連合総合企画審議委員会委員長

日本社会事業大学学長

全国社会就労センター協議会会長

国立身体障害者リハビリテーションセンター

日本労働組合総連合会自治労健康福祉局次長
日本身体障害者団体連合会理事

元日本社会事業大学特任教授

（中央児童福祉審議会障害福祉部会）

有馬　正高

石井　哲夫

江華　安彦

北沢　清司

君塚　英
田山　輝明

長谷川泰造

八谷　祐司

東京都立東大和療育センター院長
こどもの生活研究所所長

旭川荘理事長

東海大学健康科学部教授

全国肢体不自由児施設運営協議会理事
早稲田大学教授

早稲田総合法律事務所所長

日本知的障害者愛護協会会長

（公衆衛生審議会精神保健福祉部会）

大熊由紀子

岡上　和雄

笠原　嘉

古谷　章憲
牧　　武

町野　朔

宮坂　雄平

谷中　輝雄

朝日新聞社論説委員

元中央大学法学部教授

元藤田保健衛生大学医学部教授

日本看護協会保健婦職能理事
日本精神病院協会副会長

上智大学法学部教授

日本医師会常任理事

全国精神障害者社会復帰施設協会会長
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